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７ 児童数の状況 

 

（１）児童人口の推移 

 

児童数は以前から減少傾向が続いており、平成31年には700人を下回り、668人となっています。 

平成27年と比較すると、就学前児童数が105人、就学児童が57人減少しています。 

 

 

■児童人口の推移■ 

単位：人 

年齢 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 

０歳 63 43 39 34 37 

１歳 69 63 44 39 35 

２歳 58 67 63 45 37 

３歳 77 58 70 62 47 

４歳 55 77 58 71 63 

５歳 73 53 75 58 71 

就学前児童計 395 361 349 309 290 

６歳 70 71 52 76 59 

７歳 61 70 69 52 74 

８歳 73 61 68 69 51 

９歳 67 70 59 67 68 

10歳 87 67 70 59 67 

11歳 77 86 67 71 59 

就学児童（6-11歳） 435 425 385 394 378 

合計 830 786 734 703 668 
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（２）児童人口の推計 
 

これまでの児童人口の推移から、令和２年から令和６年の今後５年間の児童人口を推計すると、毎年

児童人口が減少し、令和６年には就学前児童が199人、就学児童は300人という結果となりました。この

値は、平成27年に比べ、10年間で就学前児童は196人、就学児童は135人が減少する深刻な状況を示し

ています。 

 

 

 

■児童人口の推計■ 

 

 ←実績値→ ←推計値→ 

 
2015年 

H27 

2016年 

H28 

2017年 

H29 

2018年 

H30 

2019年 

H31(R１) 

2020年 

R２ 

2021年 

R３ 

2022年 

R４ 

2023年 

R５ 

2024年 

R６ 

０歳 63 43 39 34 37 36 34 32 30 30 

１歳 69 63 44 39 35 37 36 34 32 30 

２歳 58 67 63 45 37 35 37 36 34 32 

３歳 77 58 70 62 47 38 36 38 37 35 

４歳 55 77 58 71 63 48 39 36 38 37 

５歳 73 53 75 58 71 62 47 38 35 37 

６-11歳 435 425 385 394 378 386 376 352 338 300 

合計 830 786 734 703 668 642 605 566 544 501 
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第３章 子育て支援の状況 

１ 教育・保育の取り組み 

 

（１）幼稚園の状況 

 

現在、山北町では、岸幼稚園、三保幼稚園の２つの公立幼稚園で小学校就学前の児童の教育を実施し

ています。山北幼稚園は、平成29年3月31日（平成28年度）をもって閉園し、平成29年4月1日よりやま

きたこども園に移行しました。 

 

幼稚園名 岸幼稚園 三保幼稚園 

所 在 地 岸1995番地 中川921番地84 

開園年度 昭和48年度 昭和52年度 

建物面積 465㎡ 327㎡ 

建物構造 木造平屋建 木造平屋建 

開園時間 平日8:30～14:00 平日8:30～14:00 

対 象 児 ３～５歳 ３～５歳 

定  員 105名 35名 

学 級 数 ３ ３ 
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（２）幼稚園就園児童の状況 

 

幼稚園に就園できるのは、町内に住所がある３～５歳の幼児です。 

令和元年年５月１日現在、３～５歳児181人のうち、約20％にあたる37人が幼稚園に就園しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■幼稚園別入園児童数（令和元年度）■ 

 

 

 

 

 

2015年

（平成27年）

2016年

（平成28年）

2017年

（平成29年）

2018年

（平成30年）

2019年

（平成31年）

（令和元年）

77 人 58 人 70 人 62 人 47 人

うち入園 35 人 26 人 20 人 12 人 4 人

55 人 77 人 58 人 71 人 63 人

うち入園 24 人 40 人 11 人 20 人 12 人

73 人 53 人 75 人 58 人 71 人

うち入園 28 人 25 人 23 人 10 人 21 人

205 人 188 人 203 人 191 人 181 人

うち入園 87 人 91 人 54 人 42 人 37 人

【資料：学校基本調査(各年５月１日時点)】

５歳児
人　口

合　計
人　口

３歳児
人　口

４歳児
人　口

岸幼稚園 三保幼稚園 年齢別合計

３歳児 4 人 0 人 4 人

４歳児 12 人 0 人 12 人

５歳児 17 人 4 人 21 人

幼稚園別合計 33 人 4 人 37 人

【資料：学校基本調査(５月１日時点)】
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（３）保育所の状況 

 

現在、山北町では、公立保育所である向原保育園で保育事業を実施しています。 

保育時間及び開所時間については、神奈川県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

第47条で定められている８時間の保育時間に、通勤を考慮し、保育時間に前後1.５時間を加えた11時間

の開所時間の規定に基づき運営しており、その時間内に保護者の送迎が行われているため、実態として

は、延長保育の実施はありません。 

産前・産後の入所について、産前は、出産予定日の前８週以降の月の初日から、産後は、出産後の後

８週目の属する月末まで、それぞれ入所を認めています。また、育休中に既に入所している児童の継続

入所も実施しており、それらの産休・育休時の円滑な保育利用に対応しています。 

通常保育以外の特色としては、心身の発達に不安のある児童を保育する「障がい児保育」を保育士の

加配により実施しています。 

 

保育所名 向原保育園 

所 在 地 向原1630番地 

開所年度 昭和34年度 

建物面積 801㎡ 

建物構造 鉄筋平屋建 

開所時間 平日7:30～18:30、土曜7:30～18:30 

対 象 児 ８週～５歳 

定  員 120名 

 

 

 

（４）保育所入所児童の状況 

 

保育所に入所できるのは、保護者や家族が仕事や長期の病気などで保育できないと認められる就学前

の児童です。 

入所の決定は、家庭の状況などを聴取して、保育が困難と認められた場合に、その程度の高い順に保

育所の入所定員に応じて決定しています。 

平成31年４月１日現在、就学前児童290人のうち、約19％にあたる56人が保育所に入所しています。 
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■保育所入所児童数■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■保育所別入所児童数（平成31年度）■ 

 

向原保育園

０歳児 3 人

１歳児 6 人

２歳児 7 人

３歳児 8 人

４歳児 18 人

５歳児 14 人

保育所合計 56 人

【資料：福祉行政報告例(４月１日時点)】

2015年

（平成27年）

2016年

（平成28年）

2017年

（平成29年）

2018年

（平成30年）

2019年

（平成31年）

63 人 43 人 39 人 34 人 37 人

うち入所 7 人 2 人 0 人 3 人 3 人

69 人 63 人 44 人 39 人 35 人

うち入所 6 人 9 人 5 人 2 人 6 人

58 人 67 人 63 人 45 人 37 人

うち入所 12 人 8 人 14 人 7 人 7 人

77 人 58 人 70 人 62 人 47 人

うち入所 21 人 11 人 13 人 17 人 8 人

55 人 77 人 58 人 71 人 63 人

うち入所 7 人 22 人 12 人 14 人 18 人

73 人 53 人 75 人 58 人 71 人

うち入所 22 人 8 人 22 人 12 人 14 人

395 人 361 人 349 人 309 人 290 人

うち入所 75 人 60 人 66 人 55 人 56 人

０歳児
人　口

１歳児
人　口

２歳児
人　口

３歳児
人　口

４歳児
人　口

５歳児
人　口

合　計
人　口

【資料：福祉行政報告例(各年４月１日時点)】
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（５）認定こども園の状況 

 

現在、山北町には、公立認定こども園であるやまきたこども園があります。町立わかば保育園と町立

山北幼稚園を一体とした幼保連携型認定こども園として、平成29年４月１日に開園しています。 

認定こども園は、保護者が働いている、いないにかかわらず利用することができ、就学前の子どもに

幼児教育・保育を一体的に行う施設です。地域における子育て支援を行う機能もあわせもっています。 

 

認定こども園名 やまきたこども園 

園  舎 わかば園舎 やまっこ園舎 

所 在 地 山北1943番地３ 山北1266番地 

開所年度 平成29年度 平成29年度 

建物面積 698㎡ 732㎡ 

建物構造 鉄筋造一部２階建 鉄骨造平屋建 

開所時間 
平日 7:30～18:30 

土曜 7:30～18:30 

（教育認定）平日 通常保育 9:00～14:00 

平日 延長保育14:00～16:00 

土曜       休業 

（保育認定）平日 7:30～18:30 

土曜 7:30～18:30  

対 象 児 満２か月～２歳 

（保育認定子ども） 

３歳～５歳 

（教育認定子ども・保育認定子ども） 

定  員 60名 140名 

 

（６）認定こども園入所児童の状況 

 

平成31年４月１日現在、就学前児童290人のうち、約47％にあたる137人が認定こども園に入所して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年

（平成27年）

2016年

（平成28年）

2017年

（平成29年）

2018年

（平成30年）

2019年

（平成31年）

63 人 43 人 39 人 34 人 37 人

うち入所 0 人 0 人 3 人 3 人 3 人

69 人 63 人 44 人 39 人 35 人

うち入所 0 人 0 人 10 人 9 人 11 人

58 人 67 人 63 人 45 人 37 人

うち入所 0 人 0 人 17 人 18 人 14 人

77 人 58 人 70 人 62 人 47 人

うち入所 0 人 0 人 41 人 34 人 36 人

55 人 77 人 58 人 71 人 63 人

うち入所 0 人 0 人 46 人 42 人 32 人

73 人 53 人 75 人 58 人 71 人

うち入所 0 人 0 人 42 人 46 人 41 人

395 人 361 人 349 人 309 人 290 人

うち入所 0 人 0 人 159 人 152 人 137 人

２歳児
人　口

３歳児
人　口

【資料：福祉課（各年４月１日時点)】

４歳児
人　口

５歳児
人　口

合　計
人　口

０歳児
人　口

１歳児
人　口
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２ 地域型保育事業・子育て支援事業の状況 

 

【地域型保育】 

子ども・子育て支援新制度では、いわゆる認可施設である幼稚園・保育所で行われる保育事業以外の、

従来の保育事業が整理・分類され、市町村が認可権者、民間事業者が運営主体となって事業実施できる

地域型保育があります。これは、市町村による需給調整や地域のニーズに応じて、計画的に認可される

事業として位置付けられています。 

中でも、市町村の条例により定められた設備・運営基準を満たし、市町村の確認を受け、地域型保育

給付の対象となるものは、特定地域型保育と呼ばれます。 

 

（１）家庭的保育事業 

 

家庭的保育とは、研修を受けた家庭的保育者が、居宅スペース等において、家庭的な雰囲気のもと、

少人数（５人以下）の保育を必要とする乳幼児（原則３歳未満）を対象に保育を実施する事業を指しま

す。 

現在、山北町では本事業の実施はありません。 

 

 

（２）小規模保育事業 

 

小規模保育とは、都市部等において増加する３歳未満児の保育需要への対応や、人口減少地域等にお

ける保育基盤の維持を図るため、保育を必要とする乳幼児（原則３歳未満）を対象に、定員６人以上20

人未満の比較的小規模で保育を実施する事業を指します。従来の認可外保育施設（定員20人以上を除く）

は、小規模保育事業に移行していく場合があります。 

現在、山北町では本事業の実施はありません。 

 

 

（３）居宅訪問型保育事業 

居宅訪問型保育とは、保育を必要とし、障がいや疾病等により集団保育が困難であると認められる乳

幼児（原則３歳未満）を対象に、その乳幼児の居宅において１対１を基本とする保育を実施する事業を

指します。 

現在、山北町では本事業の実施はありません。 
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（４）事業所内保育事業 

 

事業所内保育とは、企業が、主として自らの事業所の従業員の仕事と子育ての両立支援策として設置

する事業所内保育施設において、その従業員の子どもだけではなく、地域の保育を必要とする乳幼児（原

則３歳未満）を対象に保育を実施する事業を指します。 

現在、山北町では本事業の実施ありません。 

 

 

（参考）「特定教育・保育」と「特定地域型保育事業」 

 

設備・運営基準（いわゆる認可基準）を満たし、給付の対象となる幼稚園・保育所・認定こども園を

「特定教育・保育」と言い、同様に、基準を満たし、給付の対象となる地域型保育事業を「特定地域型

保育事業」と言います。 

給付とは、従来の保育所運営費国庫負担金に代表される、事業の運営に対する公的な財政支援であり、

給付対象は、支給認定を受けた児童ですが、法定代理受領により、保護者から施設・事業者への支払い

を省略し、保護者に成り代わって、民間施設・民間事業者が受給します。 

 


